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はじめに
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ポイント

政治活動とは

ê公職選挙法は、「政党その他の政治活動を行う団体」の政治活動
についてさまざまな規制を設けています。

ê「政党その他の政治活動を行う団体」とは、公職選挙法上その
意義に関する明文の規定はないものの、広く「政治活動を行う
目的を有する団体」と解されています。
したがって、政治資金規正法で規定する政治団体（政治活動を
行うことを本来の目的とする団体および政治活動を主たる活動
として組織的・継続的に行う団体）だけでなく、副次的に政治
活動を行うことを目的とする団体（経済団体、労働団体、文化
団体など）もこれに含まれます。

ê政治資金規正法上の届出のない政治団体も規制を受けるか
政治資金規正法では、政治団体が結成されたときは７日以内に
選挙管理委員会または総務大臣に届け出ることとされています。
届出をした政治団体は、当然に公職選挙法上、「政党その他の政
治活動を行う団体」として規制を受けます。
政治資金規正法上の政治団体であっても形式的に届出をしてい
ない団体や、政治資金規正法上の政治団体には該当しないため
届出をしていない団体（副次的に政治活動を行うことを目的と
する文化団体など）も、実質的には政治活動を行う目的を有す
る団体であるならば、公職選挙法上は「政党その他の政治活動
を行う団体」として規制を受けます。

政党その他の政治活動を行う団体とは

ポイント

ケース解説
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政治活動とは

ê公職選挙法において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員、
地方公共団体の議会の議員および長の職をいいます。

〔公職選挙法3条関係〕

ê公職の候補者等とは、公職の候補者および公職の候補者になろ
うとする者（公職にある者を含む）をいいます。
①「公職の候補者」とは、現に立候補を届け出ている者をいいます。
②「公職の候補者になろうとする者」とは、これから立候補する意
思を有する者をいいます。
③「公職にある者」とは、現在議員などの公職にある者をいいます。

〔公職選挙法199条の2関係〕

ê公職選挙法では「政治活動」「選挙運動」について明文の規定は
ないものの、政治活動と選挙運動を区別しています。すなわち政
治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為から
選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為」と解しています。

ê選挙運動とは、判例により、次の３つの要素を満たす行為と解
しています。
①特定の選挙において、
②特定の候補者の当選を目的として、
③投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人
にはたらきかける行為

ê後援会の結成が政治活動ではなく選挙運動とみなされる場合
後援会の結成目的が単に被後援者の人格敬慕や純粋な政治教育
にとどまる場合には、後援会結成のための会合の開催などは選
挙運動には該当しません。
ただし、後援会結成の時期、場所、方法などから総合的に判断し
て、特定の選挙について特定の候補者を当選させるために後援会
が結成されることが明らかな場合には、選挙運動とみなされます。

公職の候補者等とは

ポイント

ポイント

ケース解説

政治活動とは
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政治活動と選挙運動の違い

（ ）
一般的に政治活動と呼
ばれる活動の中には、
特定の公職の候補者を
当選させるために行う
選挙運動に該当する活
動も含まれる場合が多
く見受けられます。（ ）

そこで公職選挙法では、
政治活動と選挙運動を
明確に区別するために、
政治活動を「政治上の
目的をもって行われる
すべての行為から選挙
運動に該当する行為を
除いた一切の行為」と
解しています。

したがって、政治活動のうち選挙運

動に該当する政治活動は、公職選挙

法では政治活動としてではなく、選

挙運動としての規制を受けることに

なります。

＊選挙運動の規制については、弊社刊『地方選挙
要覧』をご覧ください。
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政治活動とは

ê立候補の届出以前に選挙運動をする（事前運動をする）ことは
禁止されています。

〔公職選挙法129条関係〕

ê立候補の意思決定のために行う世論調査は事前運動か
立候補を決意するためにあらかじめ有権者の支持状況を調査す
る行為（瀬踏行為）は、立候補の準備行為として認められてい
ます。瀬踏行為には次のようなものがあります。
①有力者などを通じての打診と世論調査
地域や政党などの有力者と会って有権者の意識や選挙情勢の
話を聞いたり、意見の交換をすること。あるいは、選挙区内
の有権者を対象に意識調査などの世論調査を行い、自分がど
れくらい有権者の支持を得られるのか、どんな政策が望まれ
ているのかなどを知ること。
ただし、広範囲に行うなど、その方法いかんによっては投票
の依頼を暗示するものとなり、事前運動の禁止に該当するお
それがあります。
②演説会や座談会の開催
多くの有権者の反響を直接みるために、議会報告演説会（公
職にある者の場合）、時局演説会、政策発表演説会、座談会な
どを開催すること。
ただし、投票依頼のために行われる演説会や座談会は選挙運
動となり、事前運動の禁止に該当します。

ê政党の公認や団体の推薦を得る行為は事前運動か
立候補しようとする者が政党の公認を求めたり、各種の友好団
体の推薦を得られるかどうかの意向を打診することは、立候補
の準備行為として認められています。また、特定の個人に対し
て推薦人になってもらうよう依頼することも、立候補準備行為
として認められています。
ただし、会社などの団体から推薦を受けた者が謝意を表すため
にその団体を訪問する際、投票を依頼すれば事前運動の禁止に
該当します。

事前運動の禁止

ポイント

ケース解説

罰則êＰ92


